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再  議  書 

 

 平成３１年上尾市議会３月定例会において、平成３１年３月２１日に修正議決された

「議案第６号 平成３１年度上尾市一般会計予算」については、次の理由により異議があ

るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７６条第１項の規定に基づき、再議

に付す。 

 

理     由 

 

図書館本館改修事業、公共施設マネジメント推進事業及び(仮)北上尾館整備事業に係る

予算の修正案について 

２款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費／５目 財産管理費／８目 ＩТ推進費 

 ９款 教育費 ５項 社会教育費 ３目 図書館費   

のうち、３８０，０７４千円を減額する部分は、以下の点において異議がある。 

 

修正案については、次の点で、予算全体としての整合性を欠いているため、執行上承服し

難い。 

・商工会館の耐震改修工事費は計上されているが、当該工事期間中の商工会議所の一時移

転先の確保に要する費用が計上されていない。 

・コミュニティセンターの改修の設計委託料は計上されているが、商工会館の場合と同様

に、消費生活センターの一時移転先の確保に要する費用が計上されていない。 

  

以上の理由から、予算の修正案については異議があり、もって、再議を求めるものであ

る。 

   


